
名古屋上下水道総合サービス株式会社事業計画 
        （令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで） 

 
１. 事業計画の概要 
 
（１）名古屋市からの受託業務 

ア 給水装置及び排水設備道路取付管工事等 
道路内の水道本管より新築住宅等への給水装置（水道管）取付工事を行

うとともに、道路内の下水道本管より新築住宅等への排水設備（下水管）

取付工事等を行う。 

 
イ 水道施設及び下水道施設並びにそれらに付随する施設の管理及び運営 

下水道基幹施設である汚泥処理施設、雨水ポンプ所及び水処理センター

の運転管理を行うとともに、付随施設等の管理業務を行う。 
   

ウ 水道メータの点検等 
    各家庭等の水道メータを検針し使用水量の管理業務を行うとともに、上

下水道料金の督促及び徴収業務等を行う。 
 

エ その他水道事業及び下水道事業に付帯又は関連する業務 

指定排水設備工事店施行の宅内排水設備工事の現場確認業務、小規模貯

水槽水道の点検業務、道路掘削跡復旧工事の監督補助業務、名古屋市上下

水道局が実施する研修に関連する業務等を行う。 
 

（２）名古屋市以外からの受託業務等 
三重県桑名市、東員町及び愛知県蟹江町との協定に基づく事業運営に関 

する支援業務、あま市における検針業務、北名古屋市及び清須市における 
排水設備工事の検査業務、瀬戸市における水道施設の維持管理支援業務、 
志摩市における水道施設の更新支援業務等を行う。 
また、公益社団法人日本水道協会等が主催する講習会の運営、近隣の上 

下水道事業体等に対する技術・技能講習の開催及び講師派遣、独立行政法 
人国際協力機構が行う海外研修員受入れ事業に係る運営補助等を行う。 

 



 

２．予定損益計算書 

                          令和 5 年 4 月 01 日から 

                          令和 6 年 3 月 31 日まで 

科   目 金  額 

 

１ 売 上 高 

 

（１）名古屋市からの受託業務 
 

   ア 給水装置及び排水設備道路取付管工事等 
 

   イ 水道施設及び下水道施設並びにそれらに 

          付随する施設の管理及び運営 
 

   ウ 水道メータの点検等 
 

   エ その他水道事業及び下水道事業に付帯 

              又は関連する業務 
 

（２）名古屋市以外からの受託業務等 

 

２ 売 上 原 価                

  売 上 総 利 益               

３ 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費       

  営 業 利 益                

４ 営 業 外 収 益               

    受 取 利 息              

    そ の 他 営 業 外 収 益        

  経 常 利 益                

  税 引 前 当 期 純 利 益          

  法 人 税 等                

  当 期 純 利 益               

千円 

 

 

 3,749,765 
 

 1,513,332 
 

 1,681,463 

 
 

 0,224,400 
 

 0,330,570 

 0,213,865 
 

 0,279,780 

 

       

 

 

 

 

 0,000,101 

 0,001,101 

 

 

 

      

千円 

 4,029,545 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 3,664,294 

 0,365,251 

 0,258,454 

0000106,797 

 000,1,202 

 

 

 0,107,999 

 0,107,999 

 0,070,228 

 0,037,771 

 


